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　食品衛生責任者については、食品衛生法施行条例及び食品製

造業等取締条例で、その設置、要件、役割などが示されています。 
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食品衛生責任者 Ⅰ 

1．食品衛生責任者の設置 

2．食品衛生責任者の要件 

3．食品衛生責任者の役割 

4．食品衛生責任者氏名の掲示 

5．食品衛生責任者の届出 

 

 

 

 営業者は、各許可施設ごとに自ら食品衛生責任

者になるか、従事者のうちから専任の食品衛生責

任者１名を置かなくてはなりません。 

 

 

 

 

 

①栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理

者・と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは

作業衛生責任者・船舶料理士又は食品衛生管理者 

②食品衛生責任者の養成講習会の受講修了者 

③都道府県等の衛生関係条例に基づく資格又は知

事が同等以上の資格と認めた資格を有する者 

 

 

 

 

 

①営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあ

たる。 

②食品衛生管理上の不備又は不適事項を発見した

場合は、営業者に対して改善を進言し、その促

進を図る（営業者は、食品衛生責任者の食品衛

生管理上の進言に対して速やかに対処し、改善

しなければならない。）。 

③法令の改廃に注意し、違反行為のないように努

める。 

④保健所等が実施する講習会を定期的に受講し、

常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努め

る。 

 

 

 

　食品衛生責任者の氏名を作業場又は販売所等の

見やすい場所に掲示しなければなりません。名札

の大きさは、一辺が20cm以上、他辺が10cm以

上の長方形と決められています。 

 

 

 

 

 

　食品営業施設の食品衛生責任者を、営業許可を

受けた保健所に届け出なくてはなりません。 

　また、食品衛生責任者が変更になったときも同

様に変更の届出が必要です。 
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Ⅱ 

 

 

 

 １　食品衛生責任者 

 ２　食品衛生管理者 

 ３　許可を要しない集団給食の衛生管理責任者 

 ４　営業者又は事業者等 

　法律の改廃や食品衛生を取り巻く動向の変化など、食品衛生に関する最新の知見と情報を

修得するための実務講習会が実施されています。進んで受講しましょう。 

名　称 

食品衛生実務講習会 

Ａ 

食品衛生実務講習会 

Ｂ 

講習内容 

・食品衛生に関する最新情報 

・食中毒防止対策 

・食品衛生法及び関係法規等 

・食中毒防止のための基礎知識 

・食品衛生法 

・食品衛生に関する情報等 

時　間 

２時間以上 

１時間以上 

 業態区分  受講回数 

 各年度内に１回以上 

○　飲食店営業（仕出し屋、弁当屋、すし屋、集 

　　団給食） 

○　許可を要しない集団給食施設（食品製造業等 

　　取締条例に基づく届出義務のある施設） 

○　大量調理施設（飲食店営業及びそうざい製造 

　　業等であって１回300食以上又は１日750 

　　食以上を提供する施設） 

上記以外の食品関係施設 
前回の受講日から３年に満た 

ない期間内に１回以上 

食品衛生実務講習会 

1．対象者 

2．内　容 

3．区　分 
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食中毒 

微生物等に 
よる食中毒 

化学性食中毒 

自然毒食中毒 

（細菌による食品媒介感染） 

（ウイルスによる食品媒介感染） 

（混入を含む。） 

細菌による食中毒 

ウイルスによる食中毒 

（原虫等） その他 

化学物質 

植物性自然毒によるもの 

動物性自然毒によるもの 

感染型 

毒素型 

食品成分の変質 

汚染 

腸炎ビブリオ、カンピロバク 
ター、腸管出血性大腸菌、サ 
ルモネラなど 

黄色ブドウ球菌、ボツリヌス 
菌、バチルス・セレウスなど 

ノロウイルス、A型肝炎ウイ 
ルスなど 

きのこ毒（ムスカリン等）、 
バレイショ（ソラニン）など 

クリプトスポリジウム、 
ジアルジアなど 

フグ毒（テトロドトキシン）、 
シガテラ毒、貝毒など 

ヒスタミン、過酸化脂質など 

農薬、有機水銀、PCBなど 

　食中毒の分類の仕方についてはいろいろありま

すが、一般的には次のように病因物質別に分けら

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　食中毒を大別すると、上記のとおり微生物によ

る食中毒、化学性食中毒、自然毒食中毒に分ける

ことができますが、食中毒の80％近くは微生物が

原因で発生しています。したがって、微生物によ

る食中毒を防ぐことができれば、食中毒の発生を

大幅に減らすことができるのです。 

　食中毒を防ぐには食中毒を起こす微生物の種類

や特徴、汚染の状況や感染経路、発病に至るまで

の過程などを知り、食品の取扱いなどに十分注意

する必要があります。 

1．食中毒の分類 

食 中 毒 Ⅲ 
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※菌が食品中で増殖する際に産生する毒素で発病する。 

ノロウイルス 

表1　微生物の分裂速度及び発病菌数 

 

 

　食中毒とは、食中毒を起こす微生物が付着・増

殖した飲食物や、有害又は有毒な化学物質（自然

毒等）が含まれている飲食物を摂取することによ

って起こる健康障害です。 

　食中毒は、病原微生物や有害化学物質等の毒力

とその量によって発病しますが、一般にその食品

の臭い・味・色などは変化していないため、感覚

的には分からずに食べてしまって発病します。 

　微生物によって起こる食中毒は、微生物が食中

毒を起こす菌数まで増殖することによって発生し、

増殖するためには、「栄養・温度・水分」の3条件

が不可欠になります。 

　表1に微生物の分裂速度及び発病菌数の目安を

記載しました。この中で分裂速度が最も早い腸炎

ビブリオを例にとってみると、1個の腸炎ビブリ

オが発病菌数の10,000個に増殖するまでに必要

な時間は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　となり、 

 

 

 

2時間以内で食中毒を発生させる菌数にまで増殖

してしまう計算になります。 

　また、ノロウイルス、カンピロバクター、腸管

出血性大腸菌O157やサルモネラなどは、少ない

菌数でも食中毒を発生させることができます。 

      1個→8分＝        2個    （8分） 

      2個→8分＝        4個  （16分） 

      4個→8分＝        8個  （24分） 

      8個→8分＝      16個  （32分） 

    16個→8分＝      32個  （40分） 

    32個→8分＝      64個  （48分） 

    64個→8分＝    128個  （56分） 

  128個→8分＝    256個  （64分） 

  256個→8分＝    512個  （72分） 

  512個→8分＝  1024個  （80分） 

1024個→8分＝  2048個  （88分） 

2048個→8分＝  4096個  （96分） 

4096個→8分＝  8192個（104分） 

8192個→8分＝16384個（112分） 

 

2．食中毒はなぜ起こるのか 
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発生件数 

患者数 

（件数） 
（患者数） 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

患者数 
発生件数 

18 

16 
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6 

4 
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表2　平成18年　月別食中毒発生状況 

表3　平成28年　病因物質別食中毒発生状況 

表4　平成28年　原因施設別食中毒発生件数 

表2　平成28年　月別食中毒発生状況 

（1）食中毒発生状況（確定値） 
平成28年には、136件の食中毒が発生し

ました。前年の 149 件と比べると 13件減

少しておりますが、患者数においては

2,309 名と前年の 2,258 名と比べ 51名増加

しております。 

なお、平年（平成19年～ 28年までの平

均値）の発生件数 120.8 件、患者数 1,795

名と比べて、発生件数・患者数ともに上回

りました。 

月別の発生状況は表2のとおりで、以前

は食中毒は夏場が多発期といわれていまし

たが、現在では通年で発生していることが

わかります。 

 

（2）病因物質別発生状況 
発生した136件の食中毒を病因物質別に

みると表3のとおりで、もっとも多かった

のがノロウイルスの51件でした。 

第 2 位はカンピロバクターの 33 件で、

この2つをあわせると全食中毒の61.8％に

達しています。 

（3）原因施設別発生状況 
食中毒を発生させた原因施設別にみると

表4のとおりとなり、最も多かったのが一

般飲食店における食中毒で 98件が発生し

ています。 

実際に食中毒がどのくらい発生

しているのか、平成28年の東京都

発生状況（確定値）を見てみます。 

3．食中毒の発生状況 

0 10 20 30 40 55505 15 25 35 45

0 302010

（件） 

（件） 1009080

細菌 

飲食店 

サルモネラ　3件　58人 

一般　98件　1,595人 

仕出し　3件　82人 

すし　6件　18人 

黄色ブドウ球菌　3件　26人 

腸炎ビブリオ　4件　77人 

腸管出血性大腸菌　4件　46人 

毒素原性大腸菌　1件　34人 

ウエルシュ菌　4件　148人 

カンピロバクター　33件　769人 

カンピロバクター及びサルモネラ　3件　27人 

ウイルス ノロウイルス　51件　1,069人 

化学物質 ヒスタミン　4件　26人 

自然毒 
植物性自然毒　2件　2人 

動物性自然毒　2件　4人 

寄生虫 アニサキス　21件　21人 

不明 不明　1件　2人 

弁当　4件　70人 

屋形船　1件　13人 

家　庭 家庭　5件　7人 

魚介類販売業 魚介類販売業　4件　4人 

その他 その他　1件　26人 

不　明 不明　1件　1人 

集団給食 
要許可　8件　383人 

届出　　5件　110人 
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（1）微生物を【つけない】 

　「火のないところに煙は立たず」のことわざで

はありませんが、微生物を食品に付けなければ食

中毒が起こることはありません。手指や衣服等の

清潔保持、食品取扱者の健康保持、調理場内外の

清潔維持、調理器具や食品原材料を介した2次汚

染防止を効果的に行うなどが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）微生物を【増やさない】 

　微生物を食品に付けないように努力しても、食

材に既に付着していることもあるなど、食品調理

を無菌的に行うことは困難です。そのため微生物

を増殖させないことも衛生管理上重要です。微生

物が増殖する時間を与えない（迅速）、増殖でき

る温度を与えない（冷却）の2つの方法がありま

す。 

A　調理された食品はできるだけ早く提供するよ

　　うにします。 

B　食品は冷蔵して保存するようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
　　一般の要冷蔵食品は10℃以下、魚介類は4℃

　　以下で保存しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（3）微生物を【やっつける】 

　大多数の微生物は熱に弱いので、食品の中心部

まで十分に加熱することが非常に有効です。また、

食品や調理器具、シンクや冷蔵庫などは、熱湯や

塩素系殺菌剤などで消毒し、手指はよく洗浄した

後、逆性石けんなどの殺菌剤で消毒することが大

切です。 

　食中毒の80％近くが食中毒菌など微生物による食中毒です。微生物は目に見えない 

ことや、微生物が食品中で増殖してもその食品の味・香りや外観が変化しないため、完全に防 

止することは困難です。 

　したがって、微生物による食中毒予防の決め手は、次の三原則を完全に守ることが大切です。 

4．食中毒の予防法 
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ほとんどの微生物は活発に増殖する 
 

病原物質 
腸炎ビブリオ 
病原大腸菌 
ウエルシュ菌 
（芽胞） 
カンピロバクター 
バチルス・セレウス 
（毒素型） 
（芽胞） 
黄色ブドウ球菌 
（毒素） 
ノロウィルス 

死滅温度・時間 
65℃・5分間 
75℃・1分間 
60℃・1分間 

（100℃・4時間以上） 
60℃・1分間 

 
65℃・10分間 

（120℃・1時間以上） 
65℃・10分間 
200℃・30分間 

85℃～90℃・90秒 

最低発育温度 
5～7℃ 
4～6℃ 
15℃ 

 
30℃ 

 
10℃ 

 
6.1℃ 

 
－ 

 

 

 

 

 
（1）温度を下げる 

　微生物によって、それぞれ増殖に適した温度が

あります。ある温度以下になると増殖ができなく

なります。この温度を最低発育温度といい、冷蔵

庫を使って温度管理を行い、多くの微生物を制御

することができます。 

　　　　　腸炎ビブリオは、12℃以下になると

　　　　　増殖が遅くなり、4℃以下になるとほ

　　　　　とんど増殖ができなくなります。 

　しかし、温度を下げ、例えばマイナス30℃で冷

凍しても微生物は死滅することはありません。 

　最低発育温度はそれぞれの微生物で違いますが、

一般的には冷蔵庫は5℃以下に、冷凍庫はマイナ

ス18℃以下にすることで微生物の増殖を抑える

ことができます。また、最近多く発生しているア

ニサキス（魚介類の寄生虫の一種）による食中毒

も、魚介類をマイナス20℃で24時間冷凍するこ

とで防ぐことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）温度を上げる 

　食中毒を起こす微生物は、高温に弱いものがほ

とんどで、熱を加えることにより死滅します。 

　　　　　腸炎ビブリオは、65℃で5分間加熱

　　　　　をすると死滅させることができます。 

　各微生物の死滅する温度と必要な時間を知り、

微生物を死滅させてください。 

　しかし、ボツリヌス菌やウエルシュ菌など芽胞

菌と呼ばれるタイプの微生物や、黄色ブドウ球菌

等が作る毒素は非常に熱に強いので、これらの殺

菌等には特殊な加熱方法が必要です。 

例えば、 

例えば、 

5．微生物の温度管理 

表5

　私達が普段接している食品の多くは微生物が付着しています。付着している微生物を「増殖

させない」「死滅させる」ことは、温度管理を適切に行うことによって可能であり、ほとんど

の食中毒を防止することができます。 
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件 

50 

40 

30 

20 

10 

0

11/12件 
（92％） 

17/24件 
（71％） 

25/28件 
（89％） 

19/21件 
（90％） 

31/42件 
（74％） 

二次汚染等 

生又は半生の食肉 

16年 17年 18年 19年 20年 

表6　カンピロバクターによる食中毒の発生要因 表7　市販鶏肉、牛レバーのカンピロバクター汚染状況 

（平成22年度～24年度 厚生労働省調査から抜粋） 

品　目 検体数 
カンピロバクター 
を検出した検体数 

検出率 
（％） 

ミンチ肉（鶏） 

鶏たたき 

牛レバー（生食用） 

牛レバー（加熱加工用） 

574 

106 

21 

667

207 

15 

2 

93

36.06 

14.15 

9.52 

13.94

　平成26年から平成28年にかけての3年間に都

内で発生した食中毒の原因物質を調べてみると、

カンピロバクターによるものが30％を占めていま

す。 

　カンピロバクターは、鶏肉や牛の内臓などに付

着していることが多く、これらの食肉類を生ある

いは加熱不十分なまま食べることで食中毒になる

ことが知られています。 

　ちなみに、都内で発生したカンピロバクター食

中毒の原因を調べた結果、その80％以上が生あ

るいは加熱不十分の食肉によるものであると報告

されていて、危険性の高さを物語っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）食肉を生で食べるのはやめましょう。 

　食肉類は、生で食べられるほど衛生的なもので

はありません。表7を見ると、たとえば市販され

ている鶏肉のミンチの約36％から、鶏肉のたた

きの約14％からカンピロバクターが検出されて

います。また、牛レバーからも高率で、カンピロ

バクターが検出されています。 

　牛肉については、平成23年10月1日以降、一

定の条件下で衛生的に処理されたもの以外は、生

で提供することが禁じられ、また、平成24年7

月1日以降は、牛レバーを生食用に提供すること

が禁止されました。更に平成27年6月12日から

は豚肉や豚レバー生食も禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）食肉を生あるいは加熱不足で提供する

のはやめましょう。 

　飲食店等調理営業において、一定の条件下で衛

生的に処理された牛肉以外の食肉を、生又は加熱

不足で提供するのはやめましょう。また、成型結

着処理された食肉等は、中心部も微生物で汚染さ

れている可能性があります。しっかり中心部まで

加熱する（75℃1分間以上）ことが必要です。 

6．カンピロバクター食中毒と食肉の生食 

（　）内は生・半生の食肉による食中毒の割合 



指先・ツメの間を念入り
にこする 
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手 洗 い の 手 順  

石鹸をつけ手のひらをよ
くこする 

手の甲を伸ばすようにこ
する 

指の間を洗う 親指と手のひらをねじり
洗いする 

手首も忘れずに洗う 

8

逆性石鹸を適量手に取り、
よくもみ洗いしてから洗
い流す 

8

必要量の消毒用アルコー
ルを手に取り、手指によ
くすり込む 

7 その後、十分に水で流し、ペーパータオルなどでよくふき取って乾かす 

1 2 3

4 5 6

①から⑥は2回行う 
（くり返す） 

Ⅳ 

　手指には、食中毒を起こす微生物が付着していることがあります。食品を取り扱う際に、手洗 
いや手指の消毒が正しく行われなかったために、食中毒を発生させてしまうことがあります。食 
中毒事故を防ぐために正しい手洗いを心がける必要があります。 

食品の衛生的な取扱い 

1．手洗いの正しい方法 

（1）手を洗うタイミング 
　①厨房に入ったとき 
　②食肉・魚介類などの食材を扱った後 
　③トイレの後 
　④外から帰った時 
　⑤食事の前 
　⑥ペット等に触れた後 
　⑦その他必要に応じて 

（2）手洗いの前にすること 
　①爪は短く切る。 
　②指輪・時計をはずす。 
　③傷や肌荒れがないかチェックする。 

ちゅうぼう つめ 



10

表6　野菜・果実・飲食器の洗浄剤の使用基準 

使 用 方 法  

野菜・果実 洗浄後のすすぎ時間 

野菜・果実 飲食器 

使 用 濃 度  

非脂肪酸系 

洗浄剤 脂肪酸系 

洗浄剤 

界面活性剤 

として… 

0.5％以下 

界面活性剤 

として… 

0.1％以下 

溶液中に 

5分間以上 

浸しては 

いけない 

自動食器洗浄機 
専用の洗浄剤等 
を除く 

流水で 

30秒間 

以上 

流水で 

5秒間 

以上 

ため水の場合は、 

水をかえて2回以上 

すすぐ 

 

 
（1）洗浄とは 

　洗浄とは、洗い清めることで、食品の原材料や

調理器具、食器などに付着している異物や不潔物

あるいは微生物、寄生虫卵などを除去し、常に清

潔で衛生的な状態を保つために行います。 

 
（2）洗浄剤 

　洗浄剤としては、石けん、炭酸ナトリウム、ク

レンザー、中性洗剤などが使用されています。 

 洗剤を選ぶときは、洗剤の性質や特徴を知る必

要があります。油脂の汚れの除去には中性洗剤、

たんぱく質にはアルカリ洗剤が有効であり、でん

ぷんは、ブラシやたわしなどを用いて機械的に除

去します。 

 
（3）食品用洗浄剤の使用基準 

　食品衛生法では、食品の洗浄剤について表6の

ように使用濃度及び使用方法を定めています。 

　野菜・果実及び飲食器の洗浄に使用する場合に

は、食品用の洗浄剤を選び、用途、使用量、使用

上の注意をよく読んで使用しましょう。 

　また、使用に当たっては次のような注意が必要

です。 

①洗剤の濃度を高くしても洗浄力は強くなりませ

ん。使用量と使用方法については使用基準を守る。 

②洗浄後は十分に水洗いして、洗剤が残らないよう

にする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（1）消毒とは 

消毒とは、物理的あるいは化学的方法により、

病原微生物の活性を破壊して感染の危険を除くこ

とで、消毒・滅菌・殺菌を含めて消毒といいます。 

 
（2）物理的消毒法 

①乾熱消毒 

乾熱滅菌器で高熱（150～180℃で30

分以上）の乾燥した空気で行います。熱風

式食器消毒保管庫の場合は、80℃以上で

50分程度（機種により異なる）熱風によ

り消毒乾燥する。 

②煮沸消毒 

沸騰した湯の中に入れ、5～30分消毒す

る方法で、食器具・ふきん等に適しています。 

③蒸気消毒 

消毒釜を用いて流通蒸気で行う方法と、

高圧蒸気で行う方法とがあります。前者は、

100℃の流通蒸気中で30分～1時間加熱 

しますが、芽胞は死滅しないので、これを 

死滅させるためには、この消毒を1日1回 

ずつ3回繰り返します（間欠滅菌）。　　　 

［1］洗　　浄 

［2］消　　毒 

2．洗浄と消毒 
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高圧にするのは、圧力を加えて温度を高め

る方法で、2気圧あるいは15ポンド（122.5

℃の高温）で15～20分の加熱を行います。

この方法によると一度で芽胞も含めて死滅

させることができます。 

④紫外線 

日光消毒は簡単な方法ですが、十分な日

照が得られないときは、紫外線灯が消毒に

利用されます。ただし、この消毒は照射表

面だけで、光線の当たらない部分及び内部

には効果がありません。 

 
（3）化学的消毒法 

　化学的消毒法とは、薬剤を使用して消毒を行う

方法で、薬剤の種類によって殺菌の機能が異なる

ので、使用に当たっては十分注意が必要です。 

　また、機械、器具、容器、手指等は、よく洗っ

て汚れを落としてから消毒を行わなければ効果を

あげることはできません。 

消毒薬としては、次のようなものがあります。 

 

①逆性石けん 

石けんの名称がついていますが、消毒薬

であって石けんに比べて洗浄力はほとんど

ありません。 

【逆性石けんの長所】 

（a）ほとんど無臭で刺激性がなく、殺菌力が強い。 

（b）日光や温度により消毒力が変化しにくい。

（c）水によく溶ける。 

【逆性石けんの短所】 

（a）普通の石けんと併用すると、沈殿して消

　  毒力がなくなる。 

（b）有機物があると殺菌力が低下する。 

（c）金属を腐食する。 

（d）芽胞や結核菌には無効であり、ウイルス

　  もほとんど不活性化されない。 

《注意》 

◆手指の消毒には市販品を0.2％溶液に希釈し

て、それを4～5滴たらして十分もみ洗いして

から水洗いします。 
 

②塩素剤 

塩素剤には次亜塩素酸ナトリウム（有効

塩素4％以上含有）などが市販されています。

飲料水・野菜・調理器具などの消毒に用い

られます。 

【塩素剤の長所】 

（a）安価である。 

（b）漂白作用がある。 

（c）殺菌と同時に防臭作用もある。 

（d）毒性が少ない。 

（e）ウイルスに作用して不活性化する。 

【塩素剤の短所】 

（a）日光・高温・有機物などにより分解しや

　   すく、冷暗所に貯蔵しなければならない。 

（b）濃度が高いと繊維などを傷める。 

（c）刺激臭が強い。 

（d）寄生虫卵を死滅させることはできない。 

 

③消毒用アルコール（エタノール75～80％） 

アルコールは、細菌のたんぱく質を凝固、変

性させることにより殺菌力を示し、ことに大腸

菌など無芽胞細菌には有効である。毒性が低い

ことから、手指、器具などの消毒に広く使われ

ている。 

《注意》 

◆手指等の表面に水分が残っていると効果が低

下する。 
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対　　象 方　　　　法 備　　考 

1OO℃　　　 30秒間 
90℃以上　 5分間以上 
75℃以上　 15分間以上 (                  )

食器具 
金属、合成樹脂、陶磁器、 
耐熱ガラスなどの食器具、 
合成樹脂製まな板 

煮　沸 

熱　風 

加熱が不適当な食器具 
漆器、普通ガラス製品、 
塩化ビニール製品 

まな板 

ふきん 

作業衣 
作業帽、前掛 

客用タオル（おしぼり） 

手　　指 

熱　湯 
日　光 

次亜塩素酸 
ナトリウム 

煮　沸 
日　光 

次亜塩素酸 
ナトリウム 

日　光 

日　光 

蒸　気 

消毒用 
アルコール 

逆性 
石けん液 

アルコール 

次亜塩素酸 
ナトリウム 

煮沸消毒器又は大型なべ等により煮沸する。 
沸騰してから5分間以上 

希釈せず、スプレーするか、清潔なふきん 
に含ませたもので拭く。 
食器等の表面がぬれていると効果がない。 

200～300倍希釈液（6％）に3分間以上浸 
漬し、水洗いする。 

熱湯をかけた後、（直射日光で）乾燥する。 

洗浄後、直射日光で乾燥する。 

洗浄後、蒸気消毒器で100℃10分間以上 

石けんでよく汚れを落とし、よく水洗して 
から、市販の液を0.2％溶液に希釈して、 
それを4～5滴たらし30秒以上もみ洗いし 
てから水洗いし、清潔な手ぬぐい又はペー 
パータオルでふく。 

200～300倍希釈液（6％）を表面に塗布し、 
3分間以上放置した後、水洗いし乾燥する。 

洗剤と共に煮沸し、水洗後直射日光で乾燥 
する。 

洗たくした後、直射日光で乾燥し、アイロ 
ンをかけて仕上げる。 

75～80％アルコールを手に直接噴霧する 
か、脱脂綿に含ませたもので手指をふく。 

手指表面を乾かし 
てから使用 

洗浄後、200～300倍希釈液（6％）に5分 
間以上浸漬した後、水洗いし、直射日光で乾 
燥する。 

熱風式食器消毒保管庫で80℃50分間（乾燥も含む） 
以上（機種により異なる） 

消毒終了後はふ 
きんを使用しな 
いで、余熱で乾 
燥させる。 

消毒終了後は、 
清潔なふきんを 
使用するか、自 
然乾燥させる。 

包丁キズが多く 
なったときは、 
表面を削って平 
滑にすることが 
必要である。 

汚れに応じて10 
～30分間浸漬す 
ると漂白するこ 
ともできる。 

汚れの多い場合 

石けん分を十分に 
洗い落としてから 
使用すること。 

［3］消毒の方法 

（注1）いずれの場合も、まず洗浄剤で汚れを十分除去してから消毒すること。 
（注2）消毒薬の使用に当たっては、使用方法及び使用上の注意などをよく読んで、ご使用ください。 
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1.トイレ 2.床・内壁・天井 
①トイレは常に清潔 
　に保ちましょう。 
②トイレ専用の手洗 
　い設備を設置しま 
　しょう。 

①排水のための床勾配は1／50～1／100程度 
　にしましょう。 
②床と壁が交わる隅は、丸みをつけましょう。 
③天井は、配管ダクト、照明器具等が露出しな 
　いようにしましょう。 
④床の破損は直ちに補修し、排水溝、排水ます、 
　グリストラップの清掃は毎日行いましょう。 
⑤調理場の床に水たまりができないようにしま 
　しょう。 3.区画 

調理場は、汚染作業区域（原材料の下処理等）と 
非汚染作業区域（調理の最終工程）を区別し、安 
全な食品を作るために衛生的な取扱いをしま 
しょう。 

4.洗浄設備（シンク）と給湯設備 
①シンク１槽の大きさ（内径）は、営業許可施 
　設基準によって45cm×36cm×18cm以上 
　と決められています。 
②シンクは洗浄して清潔に保ちましょう。 
③給湯設備を使って、食器、器具等の洗浄・消 
　毒を行いましょう。 

6.排気設備 
①フードを設置する場合、天井との隙間がないよう直接つけ、外面 
　は垂直にします。排気能力を十分に保てるよう清掃を行いましょ 
　う。 
②ダクトをよって屋外に排気する場合、近隣に迷惑のかからないよ 
　う、その高さ及び方向に注意しましょう。 

は ば  お く ゆ き  ふ か さ  

5.従事者専用手洗設備 
①給水栓のハンドルは微生物等により汚染され 
　ていることがあります。足踏式、ハンドコッ 
　ク、自動給栓などを利用し、直接手を触れな 
　いようにしましょう。 
②石けん、消毒液、ペーパータオルを定期的 
　に補充し、常に使用できる状態にしておきま 
　しょう。 

3．食品の衛生的な取扱いのチェックポイント 



14

7.保管設備 
食器戸棚、保管庫などは、必ず戸をつけま 
しょう。 

9.廃棄物容器 
フタつきの容器を使用し、汚臭もれや、ハエ 
等の発生を防ぎましょう。 

11.調理器具の区別 
まな板、調理器具は区別（下処理用・調理用 
等）して使用しましょう。 

8.ねずみ族・こん虫の防除 
①網戸、自動ドアなどを利用して防止しま 
　しょう。 
②排水溝には、鉄格子、金網張等をつけて、 
　ねずみ・こん虫の侵入を防ぎましょう。 

10.冷凍・冷蔵庫 
①隔測温度計などを利用して、定期的に温度のチ 
　ェックをしましょう（冷蔵庫10℃以下、冷凍 
　庫－15℃以下で保存）。 
②庫内は常に清潔に保ち、整理整頓に心がけ、食 
　品を詰めすぎないようにしましょう（上限は容 
　量の70％）。 

12.調理用器具の分解洗浄 
スライサー、ミキサー、チョッパーなどは使 
用後分解し、洗浄・消毒をしましょう。 
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食品衛生責任者等 

１　食品衛生責任者の設置 

　「公衆衛生上講ずべき措置の基準」とは、食品衛生法に基づき、食品営業者等が衛
生的で安全な食品を調理、製造、販売するための基準として都道府県が条例により定
めたものです。 
　食品営業者等には、この基準に従って衛生管理を行う義務が課せられています。 

（１）営業者（法第48条の規定により食品衛生管理者を置かなければならない営業者を除く。）は、許可施
設ごとに自ら食品衛生に関する責任者（以下「食品衛生責任者」という。）となるか、又は当該施設にお
ける従事者のうちから食品衛生責任者１名を定めて置かなければならない。ただし、必要のある場合は
増員（各部門ごとに構成されている場合）又は減員（同一施設で複数の許可を有する場合）をすること
ができるものとする。 

（２）この公衆衛生上講ずべき措置の基準の適用については、食品衛生管理者を食品衛生責任者とみなす。 
（３）営業者は、製造場、調理場、加工場若しくは処理場（以下これらを「作業場」という。）又は販売所等
の見やすい場所に食品衛生責任者の氏名を掲示すること。この場合において、名札の大きさは、一辺が
20センチメートル以上、他辺が10センチメートル以上の長方形とする（自動販売機に付するものを除く。）。 

（４）食品衛生責任者は、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営に当たるものとする。 
（５）食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して
改善を進言し、その促進を図らなければならない。 

（６）営業者は、食品衛生責任者の食品衛生管理上の進言に対して速やかに対処し、改善しなければならない。 
（７）食品衛生責任者は、次のいずれかに該当し、常時、施設、取扱い等を管理できる者のうちから選任さ
れなければならない。 
イ　原則として、業種ごとに、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定す
る衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品
衛生監視員となることができる資格を有する者 
ロ　知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長（以下「知事等」という。）が実施する食品
衛生責任者のための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者 
ハ　道府県、地方自治法第252条の 19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）若しくは同法第
252条の 22第１項の中核市（以下「中核市」という。）の食品衛生関係の条例に基づく資格又は道府県
の知事若しくは指定都市若しくは中核市の市長が食品衛生等に関してこれと同等以上の知識を要する資
格として認めた資格を有する者 
ニ　その他知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を要する資格として認めた資格を有する者 

（８）食品衛生責任者は、法令の改廃等に留意し、違反行為のないように努めなければならない。 
（９）食品衛生責任者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長（以下「都道府
県知事等」という。）が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認めた講習会を定期的に受講し、常に食
品衛生に関する新しい知見の習得に努めなければならない。 

２　管理運営要綱 

（１）営業者は、施設及び取扱い等に係る衛生上の管理運営について、この基準に基づき、具体的な要綱を可能な
限り作成しなければならない。 

（２）この基準又は（１）の要綱は、従事者に周知徹底させなければならない。 
（３）営業者は、定期的に製品検査、ふき取り検査等を実施して、施設の衛生状態を確認するなど、（１）の要綱に

基づく衛生管理状況を検証し、必要に応じてその内容を見直すものとする。 

公衆衛生上講ずべき措置の基準 付
録 

第一 
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衛生措置（自動販売機によるものを除く。） 

１　一般的衛生事項 

（１）営業者は、日常点検を含む衛生管理を計画的に実施するものとする。 
（２）営業者は、施設設備及び機械器具類について、これらの構造及び材質並びに取り扱う食品、添加物、
器具及び容器包装の特性を考慮し、適切な清掃、洗浄、消毒及び殺菌の方法を定めるものとする。また、
その方法を定めた手順書の作成に努めなければならない。 

（３）営業者は、施設、設備、人的能力等に応じた食品及び添加物（以下「食品等」という。）並びに器具及
び容器包装の取扱いを行い、適切な受注管理を行うものとする。 

３　ねずみ族、昆虫等の対策 

２　施設の管理 

（１）施設及びその周辺は、毎日清掃し、常に整理整頓に努め、衛生上支障のないよう清潔に保つこと。 
（２）作業場内に不必要な物品等を置かないこと。 
（３）作業場内の壁、天井及び床は、常に清潔に保つこと。 
（４）作業場内の採光、照明、換気及び通風を十分にすること。 
（５）施設及びその周囲の排水がよく行われるよう廃棄物の流出を防ぎ、かつ、排水溝の清掃及び補修を行
うこと。 

（６）施設の手洗い設備を、手指の洗浄が適切にできるよう維持するとともに、石けん、適当な消毒液等を
常に使用できる状態にしておくこと。 

（７）作業場には、営業者及び従事者以外の者を立ち入らせたり、動物等を入れたりしないこと。ただし、
営業者及び従事者以外の者が立ち入ることにより食品等が汚染されるおそれがない場合は、この限りで
ないこと。 

（８）作業中に従事者以外の者が作業場に立ち入る場合は、別に定めがある場合を除き、10の款（５）の項、
（６）の項及び（８）の項の規定に準じた衛生管理に従わせること。 

（９）施設が常に別表第２の基準に合致するよう、補修又は補充に努めること。 
（10）排煙、臭気、騒音、排水等により、近隣の快適な生活を阻害することのないようにすること。 
（11）清掃用器材は、必要に応じて洗浄し、乾燥させ、衛生上支障のない専用の場所に保管すること。 
（12）便所は、常に清潔にし、定期的に殺虫及び消毒をすること。 
（13）施設においておう吐した場合には、直ちに殺菌剤を用いて適切に消毒すること。 

３　衛生教育 

（１）営業者又は食品衛生責任者は、製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従事者に対し、
衛生的な取扱方法、汚染防止の方法、適切な手洗いの方法、健康管理その他の食品衛生上必要な事項に
関する衛生教育を実施しなければならない。 

（２）営業者又は食品衛生責任者は、洗浄剤、殺菌剤その他の化学物質を取り扱う者に対しては、その安全
な取扱いについて教育訓練を実施しなければならない。 

（３）営業者又は食品衛生責任者は、従事者への衛生教育の効果について定期的に評価し、必要に応じて教
育方法を見直すものとする。 

（４）営業者は、従事者を各種の食品衛生に関する講習会に出席させ、その衛生知識の向上に努めなければ
ならない。 

第二  

（１）施設及びその周囲においては、ねずみ族、昆虫等の繁殖場所を排除するとともに、ねずみ族、昆虫等
の施設内への侵入を防止すること。 

（２）作業場の窓、出入口等は、開放しないこと。ただし、じんあい、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する
措置を講じた場合は、この限りでないこと。 

（３）施設内のねずみ族、昆虫等の生息状況を定期的に調査するとともに、その発生を認めたときは、直ち
に駆除作業を実施し、その実施記録を１年間保存すること。 
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４　食品取扱設備等の管理 

（１）機械器具類及びその部品は、洗浄及び消毒又は殺菌を行い、常に清潔に保つこと。 
（２）機械器具類は、使用目的に応じ区分して使用すること。 
（３）機械器具類及び温度計、圧力計、流量計その他の計器類並びに滅菌、殺菌、除菌又は浄水に用いる装
置は、常に点検し、故障、破損等があるときは、速やかに補修し、常に使用できるよう整備すること。
また、これらの点検、補修等の結果を可能な限り記録すること。 

（４）冷蔵、加温又は殺菌の温度に関わる計器類は、常に適正に管理すること。 
（５）機械器具類及びその部品の洗浄、消毒又は殺菌に洗浄剤又は殺菌剤（以下「洗浄剤等」という。）を使
用する場合は、適正な洗浄剤等を適正な濃度及び方法で使用すること。 

（６）ふきん、包丁、まな板、保護防具等は、熱湯、蒸気、殺菌剤等で消毒し、乾燥させること。この場合
において、特に、食品に直接触れる器具等については、汚染の都度及び作業終了後に洗浄及び消毒を十
分に行うこと。 

（７）機械器具類及びその部品は、それぞれ所定の場所に衛生的に保管すること。 
（８）洗浄設備は、常に清潔に保つこと。 
（９）添加物、殺そ剤、殺虫剤、殺菌剤等は、それぞれ明確な表示をし、製造等に関係のない薬品は作業場
に置かないこと。 

（10）食品の放射線照射業にあっては、一日一回以上化学線量計を用いて線量を確認し、その結果の記録を
二年間保存すること。 

５　給水、排水及び廃棄物の管理 

（１）施設で使用する水は、飲用適の水であること。ただし、飲用適の水に混入しないよう防止策を講じた
上で、食品等に影響を及ぼさない用途で使用する水は、この限りでないこと。 

（２）水道法（昭和32年法律第177号）第３条第１項に規定する水道により供給される水（以下「水道水」
という。）以外の水を使用する場合は、年１回以上水質検査を行い、成績書を１年間（取り扱う食品等の
賞味期限を考慮した流通期間が１年以上の場合は、当該期間）保存すること。ただし、水源等が汚染さ
れたおそれがある場合には、その都度水質検査を行うこと。 

（３）水道水以外の水を使用する場合で、殺菌装置又は浄水装置を設置したときは、正常に作動しているか
を１日１回以上確認し、そのうち１回は、作業開始前に行うこと。また、その作動状況を可能な限り記
録すること。 

（４）貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保ち、年１回以上水質検査を行い、清掃記録及び
検査成績書を１年間（取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期間が１年以上の場合は、当該期間）
保存すること。所有者が異なる場合は、管理者等に申入れをすること。 

（５）水質検査の結果、飲用適の水でなくなったときは、直ちに使用を中止し、知事等の指示を受けて適切
な措置を講ずること。 

（６）飲食に供し、又は食品に直接接触する氷をつくる場合は、飲用適の水からつくるとともに、衛生的に
取り扱い、及び貯蔵すること。 

（７）使用した水を再利用する場合にあっては、食品の安全性に影響しないよう必要な処理を行うこととし、
その処理工程を適切に管理すること。 

（８）廃棄物の保管及び廃棄の方法について、手順を定めること。また、その手順を定めた手順書を可能な
限り作成すること。 

（９）廃棄物容器は、他の容器と明確に区別し、汚液及び汚臭が漏れないようにし、かつ、清潔にしておく
こと。 

（10）廃棄物は、食品等、器具及び容器包装に影響を及ぼさない場所で適切に保管すること。 
（11）廃棄物及び排水の処理は、近隣等と協力して適正に行い、環境衛生の保持に努めること。 

（４）駆除作業に殺そ剤又は殺虫剤（以下「殺そ剤等」という。）を使用する場合には、食品等、器具及び容
器包装を汚染しないようその取扱いに十分注意するとともに、適正なものを適正な方法で使用すること。 

（５）食品等、器具及び容器包装は、ねずみ族、昆虫等による汚染防止対策を講じた上で保管すること。 
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６　食品等の取扱い 

　食品等の取扱いに当たっては、次の（１）の項又は（２）の項に掲げる基準のいずれかによるものとする。 

 （１）危害分析・重要管理点方式を用いる場合の基準 

イ　危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を実施する班の編成 

危害分析・重要管理点方式（食品等の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害
が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式をいう。以下同じ。）を用いて
衛生管理を実施する場合は、食品衛生管理者、食品衛生責任者その他の製品についての知識及び専門的
な技術を有する者により構成される班を編成すること。 

ロ　製品説明書及び製造等工程一覧図の作成 

（イ）製品について、原材料等の組成、物理的・化学的性質（水分活性、水素イオン濃度等）、殺菌・静
菌処理（加熱処理、凍結、加塩、燻くん煙等）、包装、保存性、保管条件及び流通方法等の安全性に関す
る必要な事項を記載した製品説明書を作成すること。また、製品説明書には想定する使用方法や消費者
層等を記述すること。 
（ロ）製品の全ての製造等工程が記載された製造等工程一覧図を作成すること。 
（ハ）製造等工程一覧図について、実際の製造等工程及び施設設備の配置に照らし合わせて適切か否かの
確認を行い、適切でない場合には、製造等工程一覧図の修正を行うこと。 

ハ　危害分析の実施及び特定された危害の原因となる物質の管理 

次に掲げる方法により食品等の製造等工程における全ての潜在的な危害の原因となる物質を列挙し、危
害分析を実施して特定された危害の原因となる物質を管理すること。 
（イ）製造等工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト（以下「危害要因リ
スト」という。）を作成し、健康に悪影響を及ぼす可能性及びロ（イ）の製品の特性等を考慮し、各製造
等工程における食品衛生上の危害の原因となる物質を特定すること。 
（ロ）（イ）で特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、危害が発生するおそれのある工
程ごとに、当該食品衛生上の危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（以下「管
理措置」という。）を検討し、危害要因リストに記載すること。 
（ハ）危害要因リストにおいて特定された危害の原因となる物質による危害の発生を防止するため、製造
等工程のうち、当該工程に係る管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（以下「モニタリン
グ」という。）を必要とするもの（以下「重要管理点」という。）を定めるとともに、重要管理点を定め
ない場合には、その理由を記載した文書を作成すること。また、同一の危害の原因となる物質を管理す
るための重要管理点は、複数存在する可能性があることに配慮すること。なお、重要管理点の設定に当
たっては、定めようとする重要管理点における管理措置が、危害の原因となる物質を十分に管理できな
い場合は、当該重要管理点又はその前後の工程において適切な管理措置が設定できるよう、製品又は製
造等工程を見直すこと。 
（ニ）個々の重要管理点について、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除をするため
の基準（以下「管理基準」という。）を設定すること。管理基準は、危害の原因となる物質に係る許容の
可否を判断する基準であり、温度、時間、水分含量、水素イオン濃度、水分活性、有効塩素等のほか、
測定できる指標又は外観及び食感のような官能的指標であること。 
（ホ）管理基準の遵守状況の確認及び管理基準が遵守されていない製造等工程を経た製品の出荷の防止を
するためのモニタリングの方法を設定し、十分な頻度で実施すること。モニタリングの方法に関する全
ての記録は、モニタリングを実施した担当者及び責任者による署名を行うこと。 
（ヘ）モニタリングにより重要管理点に係る管理措置が適切に講じられていないと認められたときに講ず
べき措置（以下「改善措置」という。）を、重要管理点において設定し、適切に実施すること。また、改
善措置には、管理基準の不遵守により影響を受けた製品の適切な処理を含むこと。 
（ト）製品の危害分析・重要管理点方式につき、食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを
確認するため、十分な頻度で検証を行うこと。 

ニ　危害分析・重要管理点方式に関する記録の作成及び保管 

（イ）ハ（イ）及び（ロ）の危害分析、ハ（ハ）の重要管理点の決定及びハ（ニ）の管理基準の決定につ
いて記録を作成し、保存すること。 
（ロ）ハ（ホ）のモニタリング、ハ（ヘ）の改善措置及びハ（ト）の検証について記録を作成し、保存す
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ること。 
（ハ）（イ）及び（ロ）の記録の保存期間は、販売食品等（法第３条の販売食品等をいう。以下同じ。）の
流通実態、消費期限、賞味期限等に応じて合理的な期間を設定すること。 
（ニ）食品衛生上の危害の発生を防止するため、厚生労働大臣又は知事等から要請があった場合には、（イ）
及び（ロ）の記録を提出すること。 

 （２）　危害分析・重要管理点方式を用いずに衛生管理を行う場合の基準 

イ　共通事項 

（イ）原材料及び製品の仕入れに当たっては、適切な管理が行われたものを仕入れ、品質、鮮度、温度管
理状態、包装状態、表示等について点検すること。また、その点検状況の記録に努めること。 
（ロ）原材料として使用する食品は、当該食品に適した状態又は方法で衛生的に保存し、必要に応じて前
処理を行った後、加工に供すること。 
（ハ）原材料の保管管理に当たっては、使用期限等に応じた適切な順序（以下「先入れ先出し」という。）
で使用するよう留意すること。 
（ニ）冷蔵庫又は冷蔵室内では、相互汚染が生じない方法で保存すること。 
（ホ）添加物を使用する場合は、正確に秤ひよう量し、適正に使用すること。 
（ヘ）食品等の調理、加工、製造、保管、運搬、販売等の各過程において、加熱、保存等の温度及び時間
については、法で基準が規定されている場合にあってはこれを遵守するとともに、当該食品等の特性、
消費期限又は賞味期限、製造加工の方法、保存方法、包装形態、加熱調理の必要性の有無等に応じて適
正に管理すること。 
（ト）特に食品衛生に重大な影響がある次に掲げる工程の衛生管理に十分配慮すること。 
（１）　冷却 
（２）　加熱 
（３）　乾燥 
（４）　添加物の使用 
（５）　真空又はガス置換包装 
（６）　放射線照射 
（７）　保存 
（チ）食品間の相互汚染を防止するため、次に掲げる事項に配慮すること。 
（１）　原材料は、その分類ごとに区分して取り扱うこと。また、製造、加工又は調理をされた食品は、
原材料と区分して取り扱うこと。 
（２）　食肉、食用に供する内臓等の未加熱食品を取り扱った設備、機械器具類等は、別の食品を取り
扱う前に、必要な洗浄及び消毒又は殺菌を行うこと。 

（リ）食品等への異物の混入を防止するため、次に掲げる事項を実施すること。 
（１）　原材料及び製品への異物の混入を防止するための措置を講じ、必要に応じて検査すること。 
（２）　食肉及び食用に供する内臓（以下「食肉等」という。）を取り扱う場合には、異物の有無を確認
すること。この場合において、異物が認められたときは、当該異物が認められた部分及び汚染の可能
性のある部分を廃棄すること。 

（ヌ）食品等を入れる器具及び容器包装には食品等を汚染及び損傷から保護できるものを使用し、容器包
装には適正な表示が行えるものを使用すること。また、再使用が可能な器具及び容器包装については、
洗浄及び殺菌が容易なものを用いること。 
（ル）食品等の製造及び加工に当たっては、次に掲げる事項を実施すること。 
（１）　原材料、製品及び容器包装については、ロットごとに管理し、その管理状況を可能な限り記録
すること。 
（２）　製品ごとに、その特性、製造及び加工等の手順、原材料等について記載した製品説明書を可能
な限り作成し、保存すること。 
（３）　原材料として使用していない特定原材料（食品表示法（平成25年法律第70号）第４条第１項
の規定に基づく表示の基準に規定する特定原材料をいう。）に由来するアレルギー物質が、製造工程
において混入しないよう措置を講ずること。 

（ヲ）原材料及び製品について、規格基準等の適合性を確認するため、自主検査を実施するよう努めるこ
と。また、その検査の結果の記録を、賞味期限等を考慮した流通期間保存すること。 
（ワ）衛生管理が不適当なため、又は売れ残ったために飲食に供することができなくなった製品は、出荷
又は販売がされることのないよう、速やかに処理すること。 
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（カ）おう吐物等により汚染された可能性のある食品等は廃棄すること。 

ロ　特定事項 

（イ）調理営業（飲食店営業及び喫茶店営業をいう。） 
（１）　まな板、包丁、保管容器等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。 
（２）　食品の取扱量は、作業場の規模及び調理能力に見合う量とすること。 
（３）　作業は、必ず調理場内で清潔に行うこと。 
（４）　調理食品は、そのまま放置せず、必ず容器に納め、覆蓋をするか、完備した戸棚又は冷蔵庫等
に入れること。 
（５）　弁当等を調製する場合は、十分放冷した後、詰め合わせること。 
（６）　原材料の洗浄又は殺菌に洗浄剤等を使用する場合は、適正な濃度で使用し、浸せき時間、水す
すぎ等に十分留意すること。 

（ロ）製造業（菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、
魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリ
ン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤しよう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製
造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業及び添加物製造業をいう。） 
（１）　タンク、パイプ等のピンホール、亀裂その他の損傷の有無を定期的に点検すること。 
（２）　機械器具類で分解可能なものは、分解して、洗浄及び消毒又は殺菌を行うこと。 
（３）　分解できない機械器具類の内面の洗浄、消毒又は殺菌に際しては、洗浄剤等と接触しない部分
ができないよう留意すること。 
（４）　製品を適宜自主検査し、成績書を１年間（賞味期限を考慮した流通期間が１年以上の場合は、
当該期間）保存すること。 
（５）　添加物製造業にあっては、品質管理の責任を明確にするため、食品添加物にロット番号を記入
すること。 
（６）　製造又は加工が自動的に行われる工程については、制御装置が正確に作動しているかを常に確
認すること。 
（７）　ブライン等の冷媒剤、熱交換剤等が食品に混入しないよう常に留意すること。 
（８）　機械器具類で注油を必要とするものにあっては、油が直接食品に混入しないよう留意すること。 
（９）　原材料の選別を厳重に行い、異物の混入防止に努めること。 
（10）　冷凍原材料の解凍は、専用の場所又は容器で衛生的に行うこと。 
（11）　製品をスライス又は小分け包装する場合は、二次汚染を防ぐための措置をすること。 
（12）　冷蔵保存を要する製品を出荷するときは、完全に放冷してから行うこと。 
（13）　豆腐の水切り作業を行う場合は、直接床に置く等の不衛生な取扱いをしないこと。 
（ハ）処理業（乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業及び食品の
放射線照射業をいう。） 
（１）　受乳検査を行い、規格外のものは使用しないこと。 
（２）　乳の処理及び保存は、法の基準に従い、適正に行われているか確認すること。 
（３）　搾取する乳牛は、搾取前、牛体を洗浄し、乳房を消毒すること。 
（４）　生乳に直接接触する缶、ポンプ、タンクその他の機械器具類は、作業終了後直ちに分解し、損傷
の有無を点検し、洗浄し、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で殺菌すること。ただし、定置洗浄装置による部分
は、この限りでないこと。 
（５）　とさつし、又は放血する場合は、汚物の飛散を防止するよう管理すること。 
（６）　食肉等を分割し、又は細切する処理室及び包装室は、適切な温度管理を行うこと。 
（７）　まな板、ナイフ、保護防具等の直接食肉等に触れる部分については、汚染の都度及び作業終了
後に洗浄消毒を十分に行うこと。 
（８）　床に落ちた食肉等は、専用台の上で汚染された面を完全に切り取ること。また、この作業終了
後は、使用した専用台を洗浄消毒すること。 
（９）　食肉処理業を営む営業者にあっては、衛生管理についての点検表を作成し、食品衛生責任者に
定期的に点検させること。 
（10）　コイル管を使用する冷凍場又は冷蔵場にあっては、絶えず除霜に留意し、常に十分な機能を発
揮させること。 
（11）　製品は、適宜自主検査し、成績書を１年間（賞味期限を考慮した流通期間が１年以上の場合は、
当該期間）保存すること。 



７　運搬等 

（１）食品等の運搬に用いる車両、コンテナ等にあっては、食品等又はその容器包装を汚染するようなもの
を使用してはならない。また、容易に洗浄、消毒ができる構造のものを使用し、常に清潔にし、必要に
応じて補修、消毒等を行うことにより適切な状態を維持すること。 

（２）食品等とそれ以外の貨物とを混載する場合には、当該貨物からの汚染を防止するため、必要に応じ、
食品等を適切な容器に入れる等当該貨物と区分けすること。 

（３）運搬中の食品等は、直射日光から遮断され、じんあい、排気ガス等に汚染されないよう管理すること。 
（４）品目が異なる食品等又は食品等以外の貨物の運搬に使用した車両、コンテナ等を使用する場合は、効
果的な方法により洗浄し、必要に応じ消毒を行うこと。 

（５）生乳、食用油脂等の食品等を直接タンクローリ、コンテナ等に入れて運搬する場合、必要に応じ、食
品専用のものを使用すること。この場合において、タンクローリ、コンテナ等に食品専用であることを
明示するよう努めること。 

（６）食品等の運搬に当たっては、温度及び湿度の管理、所要時間、運搬方法等に留意すること。 
（７）弁当等を配送する場合は、摂食予定時間を考慮して、適切な出荷時間を設定すること。 

８　販売 

（１）販売に当たっては、販売量を見込んだ仕入れを行う等、適正な販売管理を行うこと。 
（２）長時間不適切な温度で販売し、又は直射日光にさらすことのないよう衛生管理に注意すること。 

９　検食 

（１）弁当屋、仕出し屋、給食施設及び団体宿泊旅館にあっては、次に従い、検食の保存を行うこと。 
イ　検食用食品（客の注文に応じてその都度調製し、提供した弁当を除く。）１食分を保存すること。 
ロ　使用した原材料を保存するよう努めること。この場合において、原材料は、洗浄、殺菌等を行わず、
購入した状態で保存すること。 
ハ　検食用食品及び原材料は、食事提供後48時間以上冷蔵保存すること。ただし、48時間目が日曜日
又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たる場合は、72時間以上と
する。 

（２）弁当屋、仕出し屋及び給食施設にあっては、製品の配送先、配送時刻及び配送量を可能な限り記録し、
保存すること。 

10　従事者の衛生管理 
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（12）　製造又は加工が自動的に行われる工程については、制御装置が正確に作動しているかを常に確
認すること。 

（ニ）販売業（乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業及び氷雪販売業をいう。） 
（１）空瓶、空箱等は、専用の場所に保管すること。 
（２）食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。 
（３）製品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。 
（４）氷雪の取扱いは、直接床上で行うことなく、常に清潔な取扱台で行うこと。 
（５）冷凍食品の保管管理は、特に冷凍ケース内の除霜に留意し、温度管理に努めること。 

（１）食品衛生上必要な健康状態の把握に留意して、従事者の健康診断が行われるようにすること。 
（２）知事等から検便を受けるべき旨の指示があったとき、又は自ら必要と認めるときは、従事者に適宜検
便を受けさせること。 

（３）常に従事者の健康に留意し、従事者が飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又
はその疾病の病原体を保有していることが判明したとき、若しくはその疾病にかかっていることが疑わ
れる症状を有するときは、その旨を営業者に報告させ、医師の診断を受けさせるとともに、そのおそれ
がなくなるまでの期間その従事者が食品に直接接触することのないよう食品の取扱作業に十分注意し、
食中毒の発生防止に努めること。 

（４）従事者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「感
染症法」という。）第18条第２項の規定による就業制限の対象となった場合（感染症の予防及び感染症



11　記録の作成及び保管 

（１）食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、販売食品等に係る仕入元、製造又は加工等に
関する情報、出荷先又は販売先その他必要な事項に関する記録の作成及び保存に努めること。 

（２）（１）の項の記録の保存期間は、販売食品等の流通実態、消費期限、賞味期限等に応じて合理的な期間
を設定すること。 

（３）食品衛生上の危害の発生を防止するため、厚生労働大臣又は知事等から要請があった場合には（１）
の項の記録を提出すること。 

12　製品の回収、廃棄等 

（１）販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において、健康への悪影響を未然に防止する
観点から、問題となった製品を迅速かつ的確に回収するための連絡体制を整備し、具体的な回収の方法、
知事等への報告の手順等を定めること。 

（２）回収された製品は、その他の製品等と明確に区別して保管し、知事等の指示に従って適切に廃棄等の
措置を講ずること。 

（３）製品の回収等を行う際は、消費者への注意喚起等のため、必要に応じて当該回収等に関する公表につ
いて考慮すること。 

13　情報の提供 

（１）消費者に対し、販売食品等についての安全性に関する情報を提供するよう努めること。 
（２）製造し、輸入し、加工し、又は調理した食品等、器具及び容器包装（以下この款において「製造食品
等」という。）について、消費者の健康被害（医師の診断を受け、その症状が当該製造食品等に起因する
又はその疑いがあると診断されたものに限る。）の情報を受けたときは、速やかに知事等に情報を提供す
ること。 

（３）販売食品等について、法の規定に違反していることが判明したときは、速やかに知事等に情報を提供
すること。 

（４）消費者等から、製造食品等に係る異味又は異臭の発生、異物の混入その他の情報であって、健康被害
につながるおそれが否定できないものを受けた場合は、知事等に速やかに情報を提供すること。 
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の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成10年厚生省令第99号。以下「感染症法施行規則」と
いう。）第11条第２項第１号、第３号及び第４号に規定する感染症に係る場合に限る。）において、当該
従事者が飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務に従事しているときは、
同条第３項に規定する期間当該業務に従事させないこと。 

（５）従事者は、作業中清潔な外衣を着用し、作業場内では専用の履物を用い、必要に応じてマスク及び帽
子を着用すること。汚染区域（便所を含む。）には可能な限りそのまま入らないこと。また、作業中は腕
時計等を外し、ピアスなど食品等への異物混入の原因となり得るものを、作業場内に持ち込まないこと。 

（６）従事者は、常に爪を短く切り、マニキュア等を付けないこと。作業前、用便後及び生鮮の又は汚染さ
れた原材料等に触れた後は、必ず十分に手指の洗浄及び消毒を行い、使い捨て手袋を使用する場合には
交換を行うこと。 

（７）食肉等を取り扱う従事者は、原則として、食肉等に直接接触する部分が繊維その他の洗浄消毒するこ
とが困難な素材で作られた手袋を使用しないこと 

（８）従事者は、作業場においては、所定の場所以外で更衣、喫煙、放たん、食事等をしないこと。また、
食品等の取扱作業中に、手若しくは食品等を取り扱う器具で、髪、鼻、口若しくは耳に触れ、又は覆い
のない食品等の上でせき若しくはくしゃみをしないこと。 
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